
放課後児童健全育成事業等補助金交付要領 

                                                                                

  （趣旨）                                                                    

第１条 この補助金は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号、）第６条の３第２項に規

定されている放課後児童健全育成事業を推進することを目的として、市町村に対し、

予算の範囲内において交付するものとし、熊本県補助金等交付規則（昭和５６年熊

本県規則第３４号）及び熊本県健康福祉補助金等交付要項（以下「要項」という。）

に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。 
 
 （補助対象事業） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業は、次の事業とする。 

（１）放課後児童健全育成事業 

「「放課後児童健全育成事業」の実施について」（令和５年４月１２日付けこ成環

第５号）の別紙「放課後児童健全育成事業実施要綱」（以下、「実施要綱」とい

う。）の別添１に基づき市町村が行う事業 

（２）放課後子ども環境整備事業 

   実施要綱の別添２に基づき市町村が行う事業 

（３）放課後児童クラブ支援事業 

   実施要綱の別添３、別添４及び別添５に基づき市町村が行う事業 

（４）放課後児童支援員等処遇改善等事業 

   実施要綱の別添６に基づき市町村が行う事業 

（５）障がい児受入強化推進事業 

   実施要綱の別添７に基づき市町村が行う事業 

（６）小規模放課後児童クラブ支援事業 

   実施要綱の別添８に基づき市町村が行う事業 

（７）放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進事業 

   実施要綱の別添９に基づき市町村が行う事業 

（８）放課後児童クラブ育成支援体制強化事業 

   実施要綱の別添１０に基づき市町村が行う事業 

（９）放課後児童クラブ第三者評価受審推進事業 

   実施要綱の別添１１に基づき市町村が行う事業 

（10）放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業 

   実施要綱の別添１２に基づき市町村が行う事業 

（11）放課後児童支援員等処遇改善事業（月額 9,000 円相当賃金改善） 

   実施要綱の別添１３に基づき市町村が行う事業 

（12）放課後児童クラブ長期休暇受入支援事業 

   長期休暇中に新たに支援の単位を設けて実施要綱の別添１に基づき市町村が行う事業 
 
（交付額の算定方法） 

第３条 この補助金の交付額は、基準額表の第１欄に定める区分ごとに次により算定された

額（その額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。）の合計額

とする。 

（１）基準額表の第２欄に定める基準額の合計額と第３欄に定める対象経費の実支出額を比

較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較し

て少ない方の額を選定する。 

（２）前号により選定された額に要項別表の補助率を乗じる。 

前条第１号の事業については、放課後児童クラブの支援の単位ごとに、基準額表の

第２欄に定める基準額と基準額表の第２欄に定める基準額の７０％の額に以下の要

件を満たす場合の各々の加算額を合計した額を比較して少ない方の額を選定し、当

該選定額を基準額と読み替えて前項の規定を適用する。 

要件 加算額 

①１９時まで開所時間延長 基準額表の第２欄に定める基準額の１０％ 
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・１９時を超えて開所できる体制を

整えておくこと。 

②長期休暇時の開所 

・小学校の長期休暇時に開所する旨

規定されていること。 

基準額表の第２欄に定める基準額の１０％ 

③小学６年生までの受入れ体制整備 

・小学６年生まで受入れ可能な体制

を整えておくこと。 

基準額表の第２欄に定める基準額の１０％ 

  上記要件を、各市町村の条例、要項、各放課後児童クラブの運営規程で確認する。 
 
（交付の条件） 

第４条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

（１）事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の機械、器具及びそ

の他の財産については、補助金等に係る予算の適正化に関する法律施行令（昭和３０

年政令第２５５号）第１４条第１項第２号の規定により、こども家庭庁長官が別に定

める期間を経過するまで、知事の承認を受けないで、この補助金の目的に反して使用

し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。 

（２）知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全

部または一部を県に納付させることがある。 

（３）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善

良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければなら

ない。 

（４）補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、

事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を事業完

了の日の属する年度の終了後５年間保管しなければならない。 

      ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の財産
がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適
化法施行令第１４条第１項第２号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期
間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

 
（交付申請） 

第５条 要項第３条第１項の申請書は、別に定める日までに提出するものとする。 

２ 要項第３条第２項第１号の事業計画書及び同項第３号のその他必要とする書類は、次の

とおりとする。 

（１）放課後児童健全育成事業等補助金所要額調書（別表１） 

（２）放課後児童健全育成事業等補助金事業計画書（別表２） 

（３）その他参考となる資料 
 
（変更交付申請手続） 

第６条  この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等

を行う場合には、別に指示する日までに行うものとする。 

２ 要項第５条第２項の事業変更計画書の様式は、前条第２項に定める様式を準用するもの

とする。 
 
 （申請の取下げ） 

第７条 要項第６条に規定する申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定の通知を

受けた日から起算して１５日を経過する日までとする。ただし、知事が特に必要と認める

ときには、当該期間を短縮することができる。 
 
（実績報告） 

第８条 要項第９条第１項の実績報告書は、別に定める日までに提出するものとする。 

２ 要項第９条第２項第１号の事業実績書及び同項３号のその他知事が必要とする書類は、

次のとおりとする。 



（１）放課後児童健全育成事業等補助金精算額調書（別表３） 

（２）放課後児童健全育成事業等補助金事業実績書（別表４） 

（３）その他参考となる書類 
 

（補助金の返還） 

第９条 知事は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助

金が交付されているときは、別に定める日までにその超える部分について、県に返還する

ことを命ずる。 

  また、補助金の額を確定した後において、交付すべき補助金の額を超えて交付されてい

ることが判明した場合も同様とする。 

 

（雑則） 

第１０条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
 
   附 則 
 この要領は、令和元年（２０１９年）９月３日から施行し、令和元年（２０１９年） 
４月１日から適用する。 

  この要領は、令和２年（２０２０年）８月３１日から施行し、令和２年（２０２０年） 

４月１日から適用する。 

  この要領は、令和３年（２０２１年）６月７日から施行し、令和３年（２０２１年） 

４月１日から適用する。 

  この要領は、令和４年（２０２２年）７月４日から施行し、令和４年（２０２２年）４

月１日から適用する。 

  この要領は、令和４年（２０２２年）１１月２４日から施行し、令和４年（２０２２年）

１０月１日から適用する。 

  この要領は、令和５年（２０２３年）１０月２０日から施行し、令和５年（２０２３年）

４月１日から適用する。 

この要領は、令和６年（２０２４年）１０月１７日から施行し、令和６年（２０２４年）

４月１日から適用する。 



基準額表 

１ 区分 ２ 基  準  額 ３ 対象経費 

放課後 

児童健 

全育成 

事業 

 

放課後児童健全育成事業 

① 原則、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

（平成26年厚生労働省令第63号。以下「設備運営基準」という。

）どおり放課後児童支援員（常勤職員に限る。）を２名以上配置

した場合 

※ 常勤職員とは、法定労働時間の範囲内において、原則として

放課後児童健全育成事業を行う場所（以下「放課後児童健全育成

事業所」という。）ごとに定める運営規程に記載されている「開

所している日及び時間」のすべてを、年間を通じて専ら育成支援

の業務に従事している職員をいう。 

 

１ 年間開所日数250日以上の放課後児童健全育成事業所 

 ア 基本額（１支援の単位当たり年額） 

 (1)構成する児童の数が1～19人の支援の単位 

4,313,000円－（19人－支援の単位を構成する児童の数） 

×29,000円 

 (2)構成する児童の数が20～35人の支援の単位 

6,552,000円－（36人－支援の単位を構成する児童の数） 

×26,000円 

 (3)構成する児童の数が36～45人の支援の単位 

6,552,000円 

 (4)構成する児童の数が46～70人の支援の単位 

6,552,000円－（支援の単位を構成する児童の数－45人） 

×75,000円 

 (5)構成する児童の数が71人以上の支援の単位 

4,601,000円 

 

 イ 開所日数加算額（１支援の単位当たり年額） 

（年間開所日数－250日）×26,000円 

（1日8時間以上開所する場合） 

 

 ウ 長時間開所加算額（１支援の単位当たり年額） 

 (1)平日分（1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所する場合） 

  「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均時間

数×671,000円 

 (2)長期休暇等分（1日8時間を超えて開所する場合） 

   「1日8時間を超える時間」の年間平均時間 × 302,000円 

 

２ 年間開所日数200～249日の放課後児童健全育成事業所（特例

分） 

 ア 基本額（１支援の単位当たり年額） 

 (1)構成する児童の数が20人以上の支援の単位 

4,522,000円 

 (2)構成する児童の数が1～19人の支援の単位 

3,102,000円 

 

 イ 長時間開所加算額（１支援の単位当たり年額） 

実施要綱別添１

の放課後児童健

全育成事業の実

施に必要な経費 

 

※飲食物費を除

く。  

 



  平日における「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の

年間平均時間数 × 671,000円 

 

② 原則、設備運営基準どおり放課後児童支援員、補助員（以下

「放課後児童支援員等」という。）を配置した場合 

※ 条例等に、放課後児童支援員等１名配置とした場合の利用児童

の安全確保方策について規定しており、児童数が20人未満になる

時間帯及び曜日のみ放課後児童支援員等１名配置や補助員のみの

配置としている場合も本基準額とする。なお、この場合、利用登

録時などに利用時間、利用する曜日を聞くなどして、事前に児童

数が少なくなる時間帯、曜日を把握しておくこと。また、児童数

に関わらず放課後児童支援員等１名配置や補助員のみの配置とす

る場合は、放課後児童健全育成事業③、④又は⑤に基づいた基準

額を適用する。 

 

１ 年間開所日数250日以上 

 ア 基本額（１支援の単位当たり年額） 

(1)構成する児童の数が1～19人の支援の単位 

    2,629,000円－（19人－支援の単位を構成する児童の数） 

×29,000円 

(2)構成する児童の数が20～35人の支援の単位 

   4,868,000円－（36人－支援の単位を構成する児童の数） 

×26,000円 

 

(3)構成する児童の数が36～45人の支援の単位 

 4,868,000円 

(4)構成する児童の数が46～70人の支援の単位 

   4,868,000円－（支援の単位を構成する児童の数－45人） 

                      ×75,000円 

  (5)構成する児童の数が71人以上の支援の単位  

                       2,917,000円 

  

 イ 開所日数加算額（１支援の単位当たり年額） 

   （年間開所日数－250日）×20,000円 

（1日8時間以上開所する場合） 

 

 ウ 長時間開所加算額（１支援の単位当たり年額） 

(1)平日分(1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所する場合) 

     「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均時

間数×421,000円 

   (2)長期休暇等分（1日8時間を超えて開所する場合） 

     「1日8時間を超える時間」の年間平均時間数×190,000円 

 

２ 年間開所日数200日～249日（特例分） 

  ア 基本額（１支援の単位当たり年額） 

(1)構成する児童の数が20人以上の支援の単位  3,185,000円 

(2)構成する児童の数が1～19人の施設    1,766,000円 

 イ 長時間開所加算額（１支援の単位当たり年額） 

  平日における「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の



年間平均時間数×421,000円 

 

③設備運営基準に基づく放課後児童支援員１名のみ配置した場合 

※ 児童数が20人未満になる時間帯及び曜日に関わらず、放課後児

童支援員を１名配置とする場合は、本基準額を適用する。 

※ 通常、放課後児童支援員１名配置であり、児童数が20人未満に

なる時間帯及び曜日に限り、補助員１名配置とする場合は、本基

準額を適用する。 

１ 年間開所日数250日以上 

 ア 基本額（１支援の単位当たり年額） 

(1)構成する児童の数が1～19人の支援の単位 

2,629,000円－（19人－支援の単位を構成する児童の数） 

×29,000円 

(2)構成する児童の数が20～35人の支援の単位 

  4,088,000円－（36人－支援の単位を構成する児童の数） 

×26,000円 

(3)構成する児童の数が36～45人の支援の単位 

 4,088,000円 

(4)構成する児童の数が46～70人の支援の単位 

  4,088,000円－（支援の単位を構成する児童の数－45人） 

                      ×62,000円 

  (5)構成する児童の数が71人以上の支援の単位  

                       2,464,000円 

  

 イ 開所日数加算額（１支援の単位当たり年額） 

   （年間開所日数－250日）×16,000円 

（1日8時間以上開所する場合） 

 

 ウ 長時間開所加算額（１支援の単位当たり年額） 

(1)平日分(1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所する場合) 

     「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均時

間数×277,000円 

(2)長期休暇等分（1日8時間を超えて開所する場合） 

     「1日8時間を超える時間」の年間平均時間数×125,000円 

 

２ 年間開所日数200日～249日（特例分） 

  ア 基本額（１支援の単位当たり年額） 

(1)構成する児童の数が20人以上の支援の単位  2,516,000円 

(2)構成する児童の数が1～19人の施設    1,766,000円 

 

 イ 長時間開所加算額（１支援の単位当たり年額） 

  平日における「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の

年間平均時間数×277,000円 

 

④設備運営基準に基づく補助員のみを原則２名以上配置した場合 

※ 条例等に、放課後児童支援員等１名配置とした場合の利用児童

の安全確保方策について規定しており、児童数が20人未満になる

時間帯及び曜日のみ放課後児童支援員等１名配置としている場合



も本基準額とする。なお、この場合、利用登録時などに利用時間

及び曜日を聞くなどして、事前に児童数が少なくなる時間帯及び

曜日を把握しておくこと。また、児童数に関わらず放課後児童支

援員等１名配置とする場合は、放課後児童健全育成事業１③又は

⑤に基づいた基準額を適用する。 

 

１ 年間開所日数250日以上 

 ア 基本額（１支援の単位当たり年額） 

(1)構成する児童の数が1～19人の支援の単位 

1,868,000円－（19人－支援の単位を構成する児童の数） 

×30,000円 

(2)構成する児童の数が20～35人の支援の単位 

4,322,000円－（36人－支援の単位を構成する児童の数） 

×27,000円  

(3)構成する児童の数が36～45人の支援の単位 

4,322,000円 

(4)構成する児童の数が46～70人の支援の単位 

4,322,000円－（支援の単位を構成する児童の数－45人） 

×67,000円 

(5)構成する児童の数が71人以上の支援の単位  

                        2,565,000円 

 イ 開所日数加算額（１支援の単位当たり年額） 

   （年間開所日数－250日）×18,000円 

（1日8時間以上開所する場合） 

 

 ウ 長時間開所加算額（１支援の単位当たり年額） 

(1)平日分(1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所する場合) 

     「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均時

間数×348,000円 

   (2)長期休暇等分（1日8時間を超えて開所する場合） 

     「1日8時間を超える時間」の年間平均時間数×157,000円 

 

２ 年間開所日数200日～249日（特例分） 

  ア 基本額（１支援の単位当たり年額） 

(1)構成する児童の数が20人以上の支援の単位  2,646,000円  

(2)構成する児童の数が1～19人の施設     1,086,000円 

 

 イ 長時間開所加算額（１支援の単位当たり年額） 

  平日における「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の

年間平均時間数×348,000円 

 

⑤設備運営基準に基づく補助員を１名のみ配置した場合 

※ 児童数が20人未満になる時間帯及び曜日に関わらず、補助員を

１名配置とする場合は、本基準額を適用する。 

１ 年間開所日数250日以上 

 ア 基本額（１支援の単位当たり年額） 

(1)構成する児童の数が1～19人の支援の単位 



1,868,000円－（19人－支援の単位を構成する児童の数） 

×30,000円 

(2)構成する児童の数が20～35人の支援の単位 

     3,452,000円－（36人－支援の単位を構成する児童の数 

×27,000円 

(3)構成する児童の数が36～45人の支援の単位 

                       3,452,000円 

(4)構成する児童の数が46～70人の支援の単位 

     3,452,000円－（支援の単位を構成する児童の数－45人） 

                        ×53,000円 

(5)構成する児童の数が71人以上の支援の単位  

                        2,056,000円 

 イ 開所日数加算額（１支援の単位当たり年額） 

   （年間開所日数－250日）×14,000円 

（1日8時間以上開所する場合） 

 

 ウ 長時間開所加算額（１支援の単位当たり年額） 

(1)平日分(1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所する場合) 

     「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均時

間数×187,000円 

   (2)長期休暇等分（1日8時間を超えて開所する場合） 

     「1日8時間を超える時間」の年間平均時間数×84,000円 

 

２ 年間開所日数200日～249日（特例分） 

  ア 基本額（１支援の単位当たり年額） 

(1)構成する児童の数が20人以上の支援の単位  1,903,000円  

(2)構成する児童の数が1～19人の施設     1,086,000円 

 

 イ 長時間開所加算額（１支援の単位当たり年額） 

  平日における「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の

年間平均時間数×187,000円 

 

※ 構成する児童の数が10人未満の支援の単位に対する補助につい

ては、 

・山間地、漁業集落、へき地及び離島で実施している場合 

・実施している小学校区内において唯一の支援の単位である場 

合 

・上記のほか、当該放課後児童健全育成事業を実施する必要が

あるとこども家庭庁長官が認める場合 

のいずれかに該当するものについて補助対象とする。合わせ 

て、過年度にこども家庭庁長官により補助を認められた支援 

の単位については、協議の上で承認した事由に該当する場合 

、引き続き補助対象とする。 

 

※ 事業実施月数（1月に満たない端数を生じたときは、これを1月

とする。）が12月に満たない場合には、算定された基準額に「

事業実施月数÷12」を乗じた額（1円未満切り捨て）とする。 

※ 放課後児童支援員には、設備運営基準第10条第３項各号のいず

れかに該当する者であって、同条同項に規定する都道府県等が



行う研修の修了を予定している者（職員の研修計画を定めた上

で、放課後児童支援員としての業務に従事することとなってか

ら２年以内に研修を修了することを予定している者（以下「研

修修了予定者」という。））を含む。なお、研修修了予定者に

ついても、要件を満たす者は常勤職員に含めることとする。 

 



放課後 

子ども 

環境整備 

事業 

 

放課後子ども環境整備事業（１事業所あたり年額） 

１ 放課後児童クラブ設置促進事業 

 (1)開所準備経費（礼金及び賃借料（開所前月分）。以下本項目

において同じ。）を含まない場合      12,000,000円 

 (2)開所準備経費を含む場合         12,600,000円 

２ 放課後児童クラブ環境改善事業 

 (1)開所準備経費を含まない場合        306,000円 

 (2)開所準備経費を含む場合          489,000円 

３ 放課後児童クラブ障がい児受入促進事業    552,000円 

 

※開所準備経費については令和当該年度に支払われたものに限る

。 

放課後子ども環

境整備事業の実

施に必要な経費 

放課後 

児童 

クラブ 

支援事業 

放課後児童クラブ支援事業（１支援の単位当たり年額） 

１ 障がい児受入推進事業           2,059,000円 

２ 放課後児童クラブ運営支援事業(賃借料補助）3,374,000円 

３ 移転関連費用補助             2,500,000円 

４ 放課後児童クラブ送迎支援事業         

（１）待機児童が既に100人以上発生している市町村に所在する 

放課後児童健全育成事業所の場合        1,073,000円 

（２）（１）以外の市町村に所在する放課後児童健全育成事業所

の場合                     536,000円 

※ ２を除き事業実施月数（1月に満たない端数を生じたときは、

これを1月とする。）が12月に満たない場合には、算定された

基準額に「事業実施月数÷12」を乗じた額（1円未満切り捨て

）とする。 

放課後児童クラ

ブ支援事業の実

施に必要な経費 

放課後児 

童支援員 

等処遇改 

善等事業 

放課後児童支援員等処遇改善等事業（１支援の単位当たり年額） 

１ 家庭、学校等との連絡及び情報交換等の育成支援に主担当と

して従事する職員を配置           1,678,000円 

２ １の「家庭、学校等との連絡及び情報交換等」に加え、地域

との連携・協力等の育成支援に主担当として従事する常勤職員

を配置                   3,158,000円 

 

※ 事業実施月数（1月に満たない端数を生じたときは、これを1月

とする。）が12月に満たない場合には、算定された基準額に「

事業実施月数÷12」を乗じた額（1円未満切り捨て）とする。 

放課後児童支援

員等処遇改善等

事業の実施に必

要な経費（給料

、職員手当（時

間外勤務手当、

期末手当、勤勉

手当、通勤手当

）、共済費（社

会保険料）、賃

金、委託料及び

補助金） 

障がい児 

受入強化 

推進事業 

障がい児受入強化推進事業（１支援の単位当たり年額）  

（１）障がい児を３人以上受け入れる場合    

ア 障がい児を３人以上５人以下受け入れる場合  2,059,000円 

イ 障がい児を６人以上８人以下受け入れる場合      

（ア）職員を１人配置            2,059,000円 

（イ）職員を２人以上配置           4,118,000円 

ウ 障がい児を９人以上受け入れる場合 

   （ア）職員を１人配置           2,059,000円 

   （イ）職員を２人配置           4,118,000円 

   （ウ）職員を３人以上配置         6,177,000円 

（２）医療的ケア児を受け入れる場合 

 ア 看護職員等を配置             4,061,000円 

障がい児受入強

化推進事業の実

施に必要な経費 



 イ 看護職員等が送迎事業等を実施       1,353,000円 

 

※ 事業実施月数（1月に満たない端数を生じたときは、これを1月

とする。）が12月に満たない場合には、算定された基準額に「

事業実施月数÷12」を乗じた額（1円未満切り捨て）とする。 

小規模放 

課後児童 

クラブ支 

援事業 

小規模放課後児童クラブ支援事業（１支援の単位当たり年額） 

643,000円 

※ 事業実施月数（1月に満たない端数を生じたときは、これを1月

とする。）が12月に満たない場合には、算定された基準額に「

事業実施月数÷12」を乗じた額（1円未満切り捨て）とする。 

 

小規模放課後児

童クラブ支援事

業の実施に必要

な経費 

放課後児

童クラブ

における

要支援児

童等対応

推進事業 

放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進事業 

 要支援児童等の対応や関係機関との連携強化等の業務を行う職

員の配置 

  １事業所当たり年額 1,369,000円 

 

※ 事業実施月数（１月に満たない端数を生じたときは、これを１

月とする。）が12月に満たない場合には、算定された基準額に「

事業実施月数÷12」を乗じた額（１円未満切り捨て）とする。 

 

放課後児童クラ

ブにおける要支

援児童等対応推

進事業 

 

※飲食物費を除

く 

放課後児

童クラブ

育成支援

体制強化

事業 

放課後児童クラブ育成支援体制強化事業 

 遊び及び生活の場の清掃等の運営に関わる業務や児童が学習活

動を自主的に行える環境整備の補助等、育成支援の周辺業務を行

う職員の配置等に必要となる費用を補助 

  １支援の単位当たり年額 1,500,000円 

 

※ 事業実施月数（１月に満たない端数を生じたときは、これを１

月とする。）が12月に満たない場合には、算定された基準額に「

事業実施月数÷12」を乗じた額（１円未満切り捨て）とする。 

 

放課後児童クラ

ブ育成支援体制

強化事業の実施

に必要な経費 

放課後児

童クラブ

第三者評

価受審推

進事業 

放課後児童クラブ第三者評価受審推進事業 

 放課後児童クラブが第三者評価機関による評価を受審するため

に必要となる経費を補助 

  １事業所当たり年額 300,000円 

放課後児童クラ

ブ第三者評価受

審推進事業の実

施に必要な経費 

放課後児

童支援員

キャリア

アップ処

遇改善事

業 

放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業  

１支援の単位当たり年額（１）～（３）の合計額  

 

（１）放課後児童支援員を配置 

対象職員１人当たり 131,000円 

（２）概ね経験年数５年以上の放課後児童支援員で、一定の研修

を受講した者を配置 

対象職員１人当たり 263,000円  

（３）（２）の条件を満たす概ね経験年数10年以上の放課後児童

支援員で、事業所長（マネジメント）的立場にある者を配置 

放課後児童支援

員キャリアアッ

プ処遇改善事業

の実施に必要な

経費（給料、職

員手当（時間外

勤務手当、期末

手当、勤勉手当

、通勤手当）、

共済費（社会保



対象職員１人当たり 394,000円  

 

※ １支援の単位当たりの基準額は、919,000円を上限とする。  

※ 事業実施月数（１月に満たない端数を生じたときは、これを１

月とする。）が12月に満たない場合には、各基準額ごとに算定

された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額（１円未満切り

捨て）とする。 

 

険料）、賃金、

委託料及び補助

金） 

放課後児

童支援員

等処遇改

善事業（

月 額

9,000 円

相当賃金

改善） 

放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円相当賃金改善） 

 支援の単位ごとに次により算出された額の合計額 

 11,000円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数 

 

 ※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、

１ヵ月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヵ月

当たりの勤務時間数で除した非常勤職員数（常勤換算）を加え

たものをいう。当該年度において、賃金改善が行われている又

は賃金改善を行う見込みの職員数により算出すること。 

  ただし、新規採用等により、賃金改善対象者数の増加が見込

まれる場合には、適宜賃金改善対象者数に反映し、算出するこ

と。 

  なお、補助基準単価には、当該賃金改善に伴い増加する法定

福利費等の事業主負担分を含んでいる。 

 

放課後児童支援

員等処遇改善事

業（月額 9,000

円相当賃金改善

）の実施に必要

な経費 

放課後児

童クラブ

長期休暇

受入支援

事業 

放課後児童クラブ長期休暇受入支援事業 

（１支援の単位当たり年額） 

① 放課後児童健全育成事業①に該当し、長期休暇中に支援の

単位を新たに設けて運営する等の場合 

         （上記要件に該当する開所日数）×26,000円 

② 放課後児童健全育成事業②に該当し、長期休暇中に支援の 

単位を新たに設けて運営する等の場合 

（上記要件に該当する開所日数）×20,000円 

③ 放課後児童健全育成事業③に該当し、長期休暇中に支援の 

単位を新たに設けて運営する等の場合 

         （上記要件に該当する開所日数）×16,000円 

④ 放課後児童健全育成事業④に該当し、長期休暇中に支援の 

単位を新たに設けて運営する等の場合 

         （上記要件に該当する開所日数）×18,000円 

⑤ 放課後児童健全育成事業⑤に該当し、長期休暇中に支援の 

単位を新たに設けて運営する等の場合 

         （上記要件に該当する開所日数）×14,000円 

 

放課後児童クラ

ブ長期休暇受入

支援事業に必要

な経費 

 

※飲食物費を除

く。  

 

 

 




